
常陸河川国道事務所における河川利用Ｑ＆Ａ 目次 

No 分 類 質 問  

25 水
面
利
用 

基
本
事
項 

水面利用で禁止されていることや利用ルール・航行ルールはありますか？ 

26 水上スキーやウェイクボードをしたいのですが、許可が必要でしょうか？ 

27 ボート・カヤック・カヌー利用について許可は必要でしょうか？ 

28 釣りをするのに許可や遊漁証など必要でしょうか？釣りが禁止されている所はありますか？ 

29 河道で魚類等の調査を行いたいのですが、許可は必要でしょうか？ 

30 一時的にポンプで取水したいのですが、許可は必要でしょうか？ 

31 航
行
・
係
留 

船を停泊しても良いでしょうか？許可が必要でしょうか？ 

32 係留船が沈没していますが、どこに連絡すれば良いでしょうか？ 
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水 面 利 用 

 

 

 

 

 

 

河川においては、自己責任の元での自由使用※を原則としていますが、船舶や水上

バイク等は海上交通法規（海上衝突予防法、港則法）や船舶免許・船体に関する法

規を守って通行するとともに、他の利用者や近隣住民にとって危険・迷惑となる行

為はご遠慮ください。 

 

近年、那珂川・久慈川下流部では、水上バイク等

の水上スポーツが盛んであり、騒音等により多くの

苦情が寄せられています。 

現在、水面利用ルールや航行ルールは定めていま

せんが、マナーが守られない場合には、利用ルール

の制定や利用の制限等を行う場合がありますので、

マナーを守ったご利用をお願い致します。 

 

※久慈川河口部については以下の通り、水上バイクの航行を制限しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在、那珂川・久慈川では利用ルールや航行ルールはありません。 

マナーを守ってご利用ください。 
Ａ25 

水面利用で禁止されていることや利用ルール・航行ルールはありますか？ Ｑ25 
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水 面 利 用 

 

 

 

 

 

 

河川においては、自己責任の元での自由使用を原則としており、

那珂川・久慈川においても水上スキーやウェイクボードをご利用い

ただけます。 

 

ただし、那珂川下流部では、近年、水上バイク等の騒音等により

多くの苦情が寄せられています。 

他の利用者や近隣住民の方々にご配慮いただき、マナーを守った

ご利用をお願い致します。 

 

※多人数で利用する場合は、「一時使用届」の提出が必要な場合があります。まずは、

管轄する出張所へご相談ください。 

（管轄出張所 http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00008.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川敷及び水面は、基本的に自由使用となってい

ますので、ボート・カヤック・カヌー等の利用に、

許可は必要ありません。 

 

十分な安全対策を行い、個人の責任のもと、マナ

ーを守ってご利用ください。 

 

※多人数で利用する場合は、「一時使用届」の提出が必要な場合があります。まずは、

管轄する出張所へご相談ください。 

（管轄出張所 http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00008.html） 

水上スキーやウェイクボードをしたいのですが、許可が必要でしょうか？ Ｑ26 

水上スキーやウェイクボードの利用には、許可は必要ありません。 Ａ26 

ボート・カヤック・カヌー利用について許可は必要でしょうか？ Ｑ27 

ボート・カヤック・カヌーの利用には、許可は必要ありません。 Ａ27 

水上スキー 

http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00008.html
http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00008.html


  

 

 

3 

水 面 利 用 

 

 

 

 

 

 

河川敷 及び 水面は、基本的に自由使用となっていますが、地元の漁業共同組合

の漁業権が設定されていますので、釣りを行う際には下記の漁業協同組合にお問い

合わせください。 

漁  場 漁 協 名 連 絡 先 

那
珂
川
水
系 

茨城県内の那珂川及び緒川、

その他の支流（涸沼川を除

く） 

那珂川漁業協同組合 029-288-3034 

那珂川第一漁業協同組合 029-231-0415 

緒川漁業協同組合 0295-56-3519 

茨城県内の涸沼川（涸沼を含

む）及びその支流 
大涸沼漁業協同組合 029-293-7347 

茂木町 茂木町漁業協同組合 0285-63-0570 

那須塩原市、那珂川町、さく

ら市の一部 
那珂川南部漁業協同組合 0287-84-1501 

那珂川中央漁業協同組合 0287-83-0120 

大田原市、那須塩原市、矢板

市、那須町、さくら市の一部 
那珂川北部漁業協同組合 0287-54-0002 

久
慈
川
水
系 

茨城県内の久慈川及び山田

川、里川、その他の久慈川の

支流並びに久慈川廃川 

久慈川漁業協同組合 0295-52-0038 

 

● 釣り禁止区域 

久慈川の辰ノ口堰付近は、水産動植物を守るため、水産資源保護法に基づいて保

護水面区域等が下記の通り設定されています。 

この区間では、すべての水産動植物の採捕が禁止されており、違反すると罰せら

れますのでご注意ください。  

 【保護水面区域】 

  禁止区域（辰ノ口堰上下流 600m）： 

通年採捕禁止 

  保護区域（禁止区間の上下流 100m）： 

9/20～11/30 にかけて採捕禁止  

釣りをするのに許可や遊漁証など必要でしょうか？ 

釣りが禁止されている所はありますか？ 

Ｑ28 

当事務所管理区間は、全ての区間で漁業権が設定されていますので、 

漁業協同組合にお問い合わせ下さい。 
Ａ28 
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水 面 利 用 

 

 

 

 

 

 

河道で魚類等の調査を行う場合、方法や規模等によって手続き方法が異なりま

すので、調査場所、調査内容等を特定し、調査第一課へご相談下さい。 

（常陸河川国道事務所 調査第一課 ＴＥＬ：029-240-4069） 

 

なお、地元の漁業協同組合の漁業権が設定されている区域での調査の場合、別途

漁業協同組合との調整が必要となります。 

これらの手続きには１～３ヶ月を要す場合があります。お早めにご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水は、人間の日常生活や社会活動に欠くことのできないものであり、河川から供

給されていた用水が絶たれたときには、水田の稲は枯れ、工場は操業を停止しなけ

ればならないなど、種々の大きな障害があらわれます。 

そのため、久慈川及び那珂川を流れる水は、基本的に河川管理者（国）が管理を

行い、河川法第２３条のもとで流水の占用の許認可を行っています。 

 

また、流水の占用は、河川の流量に余裕がなけれ

ば許認可を出すことは困難です。 

久慈川 及び 那珂川においても、頻繁に渇水が生

じ、水道水や農業用水の取水制限や河川環境の悪化

等が生じているため、一時的であっても、ポンプ等

による個人的な取水は禁止しています。 

 

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

河道で魚類等の調査を行いたいのですが、許可は必要でしょうか？ Ｑ29 

一時的にポンプで取水したいのですが、許可は必要でしょうか？ Ｑ30 

調査場所、調査内容等を特定し、調査第一課へご相談ください。 Ａ29 

那珂川・久慈川では、一時的であっても個人的な取水は禁止しています。 Ａ30 

ポンプ取水 
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水 面 利 用 

 

 

 

 

 

 

河川に船を停泊すると、他の水面利用者や治水事業

等への支障、出水によって船舶が流出したり、河川管

理施設の損傷を及ぼす恐れがあります。 

そのため、船着場や係留施設以外の場所に船舶を停

泊することは禁止しています。 

民間マリーナ等の係留施設をご利用ください。 

 

なお、長期間不法に係留している船舶に対しては、

警告看板を設置したり、警告文を貼り付け、不法係留

対策を行っております。 

 

 

 

 

 

 

  

船を停泊しても良いでしょうか？許可が必要でしょうか？ Ｑ31 

船着場や係留施設以外の場所に船舶を停泊することは、禁止しています。 Ａ31 

出水により流出した船舶 

不法係留船に対する警告看板 
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水 面 利 用 

 

 

 

 

 

 

係留船が沈没し、油等が流出すると、水質汚染だけではなく、魚類・鳥類等の生

息に悪影響を与える恐れがあります。 

係留船が沈没している場合は、その場所を管轄する出張所までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係留船が沈没していますが、どこに連絡すれば良いでしょうか？ Ｑ32 

係留船が沈没し、油等が流出している場合、管轄する出張所にご連絡下さい。 Ａ32 
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